
旭大橋下周辺の道路区域の利活用に
関するサウンディング型市場調査

（説明会）

長崎県 土木部

令和８年２月２５日
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連絡先：長崎県土木部都市政策課（095-894-3033）
土木部道路維持課（095-894-3142）



本日の説明内容と流れ

１．旭大橋下周辺用地の概要

２．サウンディング型市場調査

３．今後のスケジュール

４．質疑・回答
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１．旭大橋下周辺用地の概要

○位置図
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１．旭大橋下周辺用地の概要

○平面図、面積
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１．旭大橋下周辺用地の概要

○現況写真
①

①

②

③

② ③
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１．旭大橋下周辺用地の概要

○現在の利用状況
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▼西側（2,200m²）

・占用物件：駐車場

・占用期間：令和４年９月１日から令和８年３月３１日まで

※令和９年３月３１日まで継続予定

▼東側（4,101m²）

・占用物件：駐車場

・占用期間：令和６年９月１３日から令和８年３月３１日まで

※令和９年３月３１日まで継続予定

出典：google map



１．旭大橋下周辺用地の概要

○占用物件（埋設物など）の状況

⇒平成30年度時点の埋設管の状況を記載しているため、

現地の状況と異なることがありますので、必ず現地確認をお願いします。
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種類表示

⾧崎県庁

⾧崎駅



１．旭大橋下周辺用地の概要

○道路占用料、占用期間の考え方
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▼道路占用料について

・旭大橋高架下の公示地価が設定されていないため、近隣地価等を

もとに占用料単価を算出している。

・占用料の単価については、１年ごとに見直す。

（参考）通常占用で、建築物を建てない場合の占用料単価(近傍地価等×1.1%)

令和７年度 4,563円/m²・年

令和８年度 5,252円/m²・年

▼占用期間について

・道路法施行令第９条より、占用期間は５年以内となっている。

ただし、公募による占用を行う場合、２０年を上限に道路管理者が

占用期間を設定することができます。



１．旭大橋下周辺用地の概要

○旭大橋の概要

・路線名 ：都市計画道路 旭大橋線（一般国道202号）

・都市計画決定：昭和47年6月27日

・供用開始 ：昭和５7年1月

・橋長 ：約850m（うち高架部約700m）

・道路区分 ：第４種第１級

・設計速度 ：40km/h（ループ部は30km/h）

・交通量 ：13,303台/日（R3センサス）

・幅員構成 ：W=14.5or17.0m
（路肩0.5m×2、車道3.25m×4、中央帯0.5m、

歩道なしor2.5m）
・桁下高 ：約６ｍ～約８ｍ

※占用物件については、橋梁などの道路構造物から1.5m以上の
離隔を確保する必要あります。
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２．サウンディング型市場調査

2-1.提案していただきたい内容（様式３）①
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２．サウンディング型市場調査
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２．サウンディング型市場調査
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２．サウンディング型市場調査

来客者用駐車場
の設置不可
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２．サウンディング型市場調査
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２．サウンディング型市場調査
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２．サウンディング型市場調査

2-1.提案していただきたい内容（様式３）②
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２．サウンディング型市場調査

2-1.提案していただきたい内容（様式３）③
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２．サウンディング型市場調査

2-1.提案していただきたい内容（様式３）④
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２．サウンディング型市場調査

2-1.提案していただきたい内容（様式３）⑤
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２．サウンディング型市場調査

2-2.提案にあたっての条件（道路占用関係）
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２．サウンディング型市場調査

2-3.提案にあたっての条件①
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２．サウンディング型市場調査

２-3.提案にあたっての条件②
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２．サウンディング型市場調査

2-３.提案にあたっての条件③
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３．今後のスケジュール

サウンディング調査関係のスケジュール
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３．今後のスケジュール
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４．質疑、回答

サウンディング型市場調査に関する質疑
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